
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 知 事 か ら  

監査 の 結 果に 基 づ いて 措 置 を講 じ た 旨の 通 知 があ っ た ので 、 同 項の 規 定 によ り

措置 の 内 容を 次 の とお り 公 表す る 。  

 

令和 ５ 年 １０ 月 ２ ７日  

 

岐阜 県 監 査委 員    布 俣  正 也  

岐阜 県 監 査委 員    広 瀬   修  

岐阜 県 監 査委 員    鈴 木  祥 一  

岐阜 県 監 査委 員    南   圭 一  

岐阜 県 監 査委 員    安 田  典 子  



１ 令和３・４年度行政監査の結果に基づき講じた措置の状況 

（単位：件）  

テーマ名 

 

監査結果 

(A) 

 

措置済 

(B) 

今回措置を 

講じたもの

(C) 

 

未措置 

(A-B-C) 

県独自の個人を対象とした認証

制度の活用状況について 
2 1 1 0 

※「今回措置を講じたもの」とは、令和５年５月２日に知事から通知があったもの。 

 

２ 行政監査の結果に基づき講じた措置 

機 関 名  監 査 結 果  講 じ た 措 置  

住 宅 課  【 検 討 事 項 】  

空 家 等 総 合 相 談 員 は 、 利 用 経

験 の あ る 市 町 村 の 大 多 数 が 今 後

も 活 用 を 予 定 す る な ど 、 一 定 の

活 躍 が 認 め ら れ る 一 方 、 そ の 利

用 は 一 部 の 市 町 村 に 限 定 さ れ て

お り 、 利 用 し て い な い 市 町 村 に

お け る そ の 理 由 を み る と 、 制 度

を 知 ら な か っ た 、 何 を 相 談 で  

き る の か わ か ら な い な ど 、 市 町

村 に 対 す る 本 認 証 制 度 の 周 知 不

足 が 大 き な 原 因 の 一 つ と な っ て

い る と 認 め ら れ た 。  

当 認 証 制 度 の 所 管 課 で あ る 住

宅 課 に お い て は 、 今 後 、 市 町 村

に 対 し て 本 認 証 制 度 の 周 知 に 努

め る な ど 、 空 家 等 総 合 相 談 員 の

一 層 の 活 用 に 向 け て 取 り 組 ま れ

た い 。  

 

当 住 宅 課 主 催 で 令 和 ５ 年 ５ 月 に

開 催 し た 市 町 村 担 当 者 を 対 象 と す

る 研 修 会 や 、 県 、 市 町 村 及 び 関 係

団 体 に よ る  令 和 ５ 年 ８ 月 開 催 の

岐 阜 県 空 家 等 対 策 協 議 会 に て 、 空

家 等 総 合 相 談 員 登 録 制 度 の 周 知 を

行 っ た 。  

今 後 も 本 制 度 に つ い て 充 実 を 図

り な が ら 、 機 会 が あ る ご と に 周 知

に 努 め て い く 。  

 


